
 
 

 

 

 

来年３月末で期限切れを迎える現行の緊急保証制度について、その対象業種の指定基準や、

利用企業の認定基準を改め、現下の厳しい経済状況において、例外業種を除き、全業種の中

小企業が利用可能となるような、使い勝手を高めた信用保証制度に変更する（平成 22 年度末

までの時限措置）。 

(ｲ)保証枠 

・ 現行の緊急保証枠を活用するほか、新たに６兆円を追加 
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